
 

 

ヘルメットをかぶっていなければ、死亡して  

いたと推定される大きな事故が発生しました  
  

【事故の概要：ヘルメットで一命をとりとめた事例】 
車と自転車が正面衝突！ 
自転車の利用者は、ヘルメットを着用していたため、

頭部に大きな損傷はありませんでした。 

 

【自動車の損傷状況】       【自転車とヘルメットの損傷状況】 

 

 

      

                               

 

 

 

 

 

～過去５年間の自転車事故死者のうち、ヘルメットを着用していれば、 

｢約７５％の方の命が助かった｡｣と推測するデータもあります！～ 
  

自転車は、自動車の仲間である「軽車両」です。 

交通ルールやマナーをきちんと守り、自らの「命」を守る

ためにもヘルメットを着用して安全運転に心がけましょう。 

大切な命を守るヘルメット！ 

本年７月１日から、「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行され、ヘル
メットの着用は、自転車利用者の励行事項に定められています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無免許運転をした者 無免許運転の下命・容
認をした者 

 内閣府令で定める基準に適合したブレーキを備えない自転車が運転されている場

合、警察官はそのブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令

することができます。その検査を拒み、若しくは妨げた場合、 

（法第 63条の 10第１項及び第 120条第１項第８号の３） 

を科すこととしました。 

（法第 17条の２第１項） 

 

 

 

 自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道

路の左側部分に設けられた路側帯に限りま
す。この場合、歩行者の通行を妨げないよう
に進行しなければなりません。 

「路側帯とは…？」 

歩道のない道路等で、歩行者が通行
するために設置された、道路標示（白
線）によって区分された部分のこと
で、自転車も通行できます。 

愛 媛 県 警 察 

（法第 17条第１項及び第 119条第１項第２号） 


